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包括外部監査の結果報告書  

「子ども・子育て支援事業に関する財務事務の執行について」  

宮城県包括外部監査人 公認会計士 上野陽一  

 

第１章 外部監査の概要  

１ 外部監査の種類  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下同じ。）第２５２条の３７第１項

に基づく包括外部監査  

 

２ 選定した特定の事件  

子ども・子育て支援事業に関する財務事務の執行について  

  

３ 特定の事件を選定した理由  

少子化が深刻化する中で、子育て支援の充実は国・地方ともに喫緊の課題であ

り、近年では「こども家庭庁」の設立や出産・育児一時金の見直し等制度改正も

相次ぎ、行政による支援の重要性が一層高まっている。こうした中、子ども・子

育て支援事業は県民の生活に直結する極めて重要な政策分野であり、その財務事

務の適正な執行は県民からの信頼確保に不可欠である。 

宮城県令和７年度当初予算に占める割合では、教育費が1,864億円（１８．

２%）であり、子ども・子育てに関する予算規模は相当の割合を占めている。ま

た、厚生労働省によると令和６年の宮城県の合計特殊出生率は１．００となり６

年連続で過去最低を更新しており、都道府県別では東京都の０．９６に次いで全

国で２番目に低い結果となっている。 

宮城県による令和６年県民意識調査結果によれば、新・宮城の将来ビジョンに

基づく８つの「つくる」のうち、つくる３「子ども・子育てを社会全体で切れ目

なく応援する環境を作る」は不満群１位、満足群８位（最下位）の結果となり、

県民の関心が高い。 

過去の宮城県における包括外部監査では、道路事業・水道事業・環境対策等イ

ンフラ系のテーマが多く選定されてきた一方で、子ども・子育て分野は包括的な

監査対象としては取り上げられておらず、今回の選定により、監査対象の分野バ
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ランスを図ることが可能となる。 

みやぎ子ども・子育て幸福計画が５年ごとに更新されており、前回の計画期間

が令和２年度～令和６年度であることから、令和７年度を監査対象とすることは

タイミングとして適時と考えられる。 

また、他自治体では、子ども・子育て支援関連事業において補助金の誤支給が

指摘されており、宮城県においても同様のリスクが存在する可能性がある。制度

の適正運用・内部統制の有効性、チェック体制の実効性を検証することは、行政

運営の健全化に資すると考えられる。 

したがって、包括外部監査において、上記事業に関する財務事務の執行が法

令、規則等に準拠して適正に行われていること、また、経済性、効率性及び有効

性をもって行われていることを検証する意義は高いと考える。 

よって、子ども・子育て支援事業に関する財務事務の執行について、包括外部

監査人の立場から検討を加えることは、今後の行政運営にとって有意義と認識

し、本年度の包括外部監査の特定の事件として選定した。  

  

４ 外部監査の対象部局 

総務部 

私学・公益法人課 

保健福祉部 

医療政策課 

疾病・感染症対策課 

子育て社会推進課 

子ども・家庭支援課   

精神保健推進室 

教育庁 

特別支援教育課 

 

上記対象部局を監査対象とした理由は、みやぎ子ども・子育て幸福計画の中か

ら「テーマとの関連性」、「就学前」、「金額的重要性」を考慮して監査対象事

業を選定したためである。 
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５ 外部監査の対象期間  

原則として令和６年度（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）。 

ただし、必要に応じて令和５年度以前及び令和７年度の執行分も対象としてい

る。  

  

６ 外部監査の方法  

（１） 監査着眼点  

① 各事業が関係法令に準拠して適法適切に実施されているか。 

② 各事業が効率的・経済的に実施されているか。 

③ 各事業の有効性の検証や運用が適切に行われているか。事業評価は適切か。  

 

（２） 実施した主な監査手続  

実施した主な監査手続は次のとおりである。なお、監査手続の適用に当たって

は効率的な監査を実施するという観点から、重要と判断したものに限定し、原則

として試査1により行った。 

①   予備調査  

監査対象業務の関連資料を入手し、分析・質問することにより、当該業務の現

状と課題を把握した。 

②   本監査 

予備調査の結果に基づき、「（１）監査着眼点」について経済性、効率性及び

有効性（３Ｅ）並びに合規性の観点から検討を行った。検討に際しては、関連資

料を閲覧し、必要に応じて関係部署に対する質問を行った。 

 

７ 外部監査の実施期間  

令和７年７月１１日から令和８年３月２６日まで  

  

 
1 試査とは、特定の監査手続の実施に際して監査対象となる母集団からその一部の項目を抽出し、それに対して監査手続を実

施することをいう。  
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８ 包括外部監査人補助者の資格及び氏名  

公認会計士 大西 徹 

公認会計士 三平 和也 

公認会計士 青柳 恵介 

公認会計士 小川 倫代 

公認会計士 加賀谷 祐人 

公認会計士試験合格者 小野寺 茉歩 

  

９ 利害関係  

包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第２５２条の２９の規定に

より記載すべき利害関係はない。  

 

第２章 監査対象の概要  

１ 監査対象とした事業 

みやぎ子ども・子育て幸福計画は、宮城県が、みやぎの将来を担う子どもの健

全な育成と、子どもを生み育てやすい地域社会づくりを総合的に推進するために

策定した計画である。 

監査対象事業の選定においては、みやぎ子ども・子育て幸福計画の中から、

「テーマとの関連性」、「就学前」、「金額的重要性」に特に関連性のある事業

を選定した。 

 

（１）みやぎ子ども・子育て幸福計画の概要 

みやぎ子ども・子育て幸福計画は、誰もが安心して子どもを生み育て，全ての

子どもが愛情に包まれ、心身ともに健やかに成長できる社会づくりを目指すこと

を基本理念としており、宮城県が、みやぎの将来を担う子どもの健全な育成と、

子どもを生み育てやすい地域社会づくりを総合的に推進するために策定された計

画である。 

以下は、当該計画で推進する施策及び事業の区分である。 

① 社会全体で子ども・子育てが大切にされる環境づくり  

(ア) 子どもの権利擁護の推進と意見の尊重 
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(イ) 子どもの健やかな成長を見守る地域づくりの推進 

(ウ) 経済的支援等による子育て環境の整備 

(エ) 子ども・子育て支援を行う団体等の活動の促進 

(オ) 子ども・子育て支援に関する理解を深めるための広報 

② 教育・保育の確保と充実  

(ア) 学校教育・保育の提供の確保・充実 

(イ) ニーズに応じた多様な子育て支援の充実 

(ウ) 教育・保育に携わる人材の確保及び資質の向上 

(エ) 幼児教育と小学校教育との連携・接続 

③ 子どもの成長を支える教育の推進  

(ア) 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備と社会参

加の促進 

(イ) 学校に登校していない子どもへの多様な学びの場の提供と、その保

護者も含めた支援の充実 

(ウ) 家庭や地域の教育力の向上 

(エ) 特別支援教育の充実 

(オ) 次代の親の育成 

④ 安心して子どもを生み育てるための保健・医療の充実  

(ア) 妊娠・出産・育児期における母子保健対策の充実 

(イ) 妊娠期からの児童虐待予防対策の推進 

(ウ) 子どもの健やかな成長・発達への支援の充実 

⑤  支援を必要とする子どもや家庭への対応  

(ア) 心の問題を抱える子どもへの対策 

(イ) 児童虐待防止対策の充実 

(ウ) 社会的養護体制の充実 

(エ) 子どもの貧困対策の推進 

(オ) ひとり親家庭支援の推進 

(カ) 障害や疾病があっても安心して生活ができる相談・支援体制の整備 

⑥  仕事と家庭生活の両立と結婚支援の推進  

(ア) 仕事と生活の調和を実現するための働き方の見直し 
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(イ) 両立を支援する教育・保育の提供の充実 

(ウ) 結婚を支援する取組の推進 

⑦ 子どもが安全で安心して暮らせる環境の整備 

(ア) 子育てを支援する生活環境の整備 

(イ) 子どもの安全の確保 

⑧ 東日本大震災により影響を受けた子どもへの支援  

(ア) 震災の影響を受けた子どもが希望する進路選択を実現するための支

援 

(イ) 震災の影響を受けた子どもの心のケアの充実 
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第３章 外部監査の結果及び意見 

今回の監査の過程で発見された個別検出事項については、「指摘」と「意見」

に分けており、以下の判断基準によって区分したものである。  

区分  根拠規定  監査上の判断基準  

指摘  監査の結果（地方自治法第２

５２条の３７第５項）  

違法（法令、条例、規則等の違反） 

不当（違法ではないが、①行為の目的が、その

法令等の予定するものとは別のものである ②法

令等の運用の仕方が不十分である、又は不適切

である ③社会通念上、適切でないもの）  

意見  監査の結果に添えて提出する

意見（地方自治法第２５２条

の３８第２項）  

違法又は不当なもの以外で、包括外部監査人が

個別検出事項として記載することが適当と判断

したもの  

 

 

１ 指摘及び意見の要約 

子ども・子育て支援事業に関する財務事務の執行にかかる包括外部監査を実施

するにあたり、同事業の特性に鑑みて以下のような視点を有しながら実行した。

なお、項目を表す括弧書きの番号は下記【指摘及び意見の要約一覧表】における

「問題点・原因」の冒頭に記載の番号を参照されたい。 

 

⚫ 他県との差別化 

県が執行している財務事務の対象となる事業は、（Ａ）国の推進事業及び

（Ｂ）県が独自に推進する事業の２種類がある。また、前者は県が全額を負担す

る事業と国と県が負担する事業の２とおり存在する。このうちの（Ａ）の事業は

国が所管する事業であることから、包括外部監査の実施にあたっては（Ｂ）の事

業をその対象とした。 

このような県独自の事業は他の地方公共団体では実施されていない事業である

ことから、積極的に県外に開示することにより他県との差別化を図ることが期待

される（（１）- ① ）。 
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⚫ 県民のニーズの把握 

出産を希望する世帯、子育て世代のニーズは時とともに変化することが想像さ

れるため、県民が何を望んでいるのかを継続的に把握していくことは重要であ

る。この点、県が財務事務を執行した結果の情報を収集することにより県民のニ

ーズを把握することが可能である。具体的には、アンケートによることのほか、

子育て世帯支援融資事業の「みやぎ子育て世帯支援総合融資『みやぎっこ応援ロ

ーン』」では金融機関の協力を得ることで県民の経済的行動様式を把握すること

ができる（（２）- ② ）。 

すでに県は認識しているところと思慮するが、執行を通じて最新の状況を把握

するための機会が複数存在することを再確認いただきたい。 

 

⚫ 専門性、事業の引受け手・リソース不足 

子ども・子育て支援事業に限ったものではないが、性質等から引受け手・リ

ソースが不足している事業、また、専門性の高い事業も存在する。 

施設型給付費・地域型保育給付費負担金では、給付の対象となっている児童

福祉施設に対する指導監査が求められているが、（Ａ）対象施設が２００箇所あ

るにもかかわらず担当者が６名しかいない、また、（Ｂ）指導監査実施者は２名

以上で実施、うち一人は主査以上であることが定められているが、保育に関す

る専門知識は求められていないことから、指導監督実施者の要件の明確化が必

要であり、また、そもそも人手不足の解消に取り組む必要がある。これらにあ

たっては、厚生労働省が発表している「令和３年度子ども・子育て支援推進調

査研究事業認可外保育施設に対する指導監督の質の向上等に関する調査研究」

が参考となるであろう（（５）- ① ）。 

発達障害児者総合支援事業においても同様に専門性の高い人材の育成に力を

入れていく必要がある（（１３）- ① - ２ ）。 

 

⚫ 情報への容易なアクセス 

平時であれば自らリサーチすることができるような情報であっても、支援が

必要な状況にある者にとってはそのリサーチ自体が大きな負担となりえること

があるかもしれない。 
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県のホームページでは、「みやぎっこ応援ローン」にて融資を受けることので

きる金融機関へのリンクの案内が掲載されているが、リンク先は金融機関のト

ップページ等であり同ローンに関連するページではないことから、自ら該当ペ

ージを探す必要のあるケースが存在する。金融機関と連携して県のホームペー

ジを改修することで、容易に欲しい情報にアクセスできるようになることが期

待される（（２）- ③ ）。 

 

総括 

出生率増加のためには出産支援のほか、母子家庭への支援の充実化等、子育

てを行うことに対する心理的障壁を緩和させることが大切であると考えてい

る。本報告書で記載している財務事務以外においても、県が今後上記視点をも

って財務事務を執行することにより心理的障壁の緩和が推進され、もって出生

率が改善することを期待している。 
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【指摘及び意見の要約一覧表】 

項目  区分 【問題点・原因】  【結果（指摘、意見）】  

（１）みやぎ子ども・子育て幸福計画に関する事業全般に関する事項 

①みやぎ子

ども・子育

て幸福計画

の決算額の

公表方法に

ついて 

意見 （（１）－① ） 

各年度の決算額は、国が推進

する事業のうち国負担と県負

担の金額、及び県が独自に実

施する事業の金額が合算して

記載されており、不明瞭であ

る。 

 

県独自の事業について積極的

に情報開示することで、県及び

県外の方に広く認識され、理解

の促進につながる効果が期待さ

れる。 

②県民ニー

ズの適時な

把握 

意見 （（１）－② ） 

少子化対策の効果や課題を

把握し、今後の事業の改善に

資するアンケートは平成２９

年実施されて以降、令和６年

度の上記２つのアンケートま

で長期間実施されていない状

況であった。また、今後のア

ンケート予定も未定である。 

 

費用対効果を考慮しつつも、

重要な項目については毎年意識

調査の実施を検討し、速やかに

今後の事業計画へ反映させるこ

とが望まれる。 

（２）子育て世帯支援融資事業（みやぎっこ応援ローン） 

①融資金の目

的外利用につ

いて 

 

意見 （（２）－① ） 

融資時の資金の使用用途の

確認は各金融機関の実施方法

に委ねられていることから、

県として目的外利用を防止す

るための状況を把握できてい

ない。 

 

県は目的外利用を防止するた

めの（貸出金融機関による）具

体的な方策を把握することが考

えられる。 
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項目  区分 【問題点・原因】  【結果（指摘、意見）】  

②事業の効果

測定及び事業

遂行を通じて

得られる状況

把握について 

意見 （（２）－② ） 

利用者の具体的な借入れの

用途までは積極的に把握して

いないと思慮される。 

 

利用者による借入れの用途、

借入れをしたから回すことので

きた支出を把握することは県民

がどのような分野において経済

的な支援を求めているかに関す

る県民のニーズを直接把握する

ことのできる貴重な機会であ

る。このため、アンケート及び

金融機関の協力によりどのよう

な用途で増加傾向にあるかを把

握することで、今後、金融機関

からの借入以外の方法による出

産・子育て等の支援すべき分野

を明確にしていくことの一助に

なると考えられる。 

③事業の周知

について 

意見 （（２）－③ ） 

事業の周知方法について、

ユーザーフレンドリーとは言

い難い。また、融資元が県で

あると誤認する県民も存在す

るものと考えられる。 

 

各取扱金融機関に対して「み

やぎっこ応援ローン」専用のホ

ームページを設定することを依

頼するとともに、県の該当ホー

ムページでは同ホームページへ

のリンクを開示することで県民

が容易に情報を収集することが

できるようになると考えられ

る。 

また、融資主体は各金融機関

であることを県のホームページ
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項目  区分 【問題点・原因】  【結果（指摘、意見）】  

で記載することで、各金融機関

の融資審査を受審しなければな

らないこと等、利用希望者の制

度理解の向上となることが期待

される。 

④県の募集要

項と実際の募

集要項等の違

いについて 

意見 （（２）－④ ） 

取扱金融機関において、県

の募集要項と異なる内容が記

載されていた。 

 

取扱金融機関に対して適切な

表現で記載することを周知する

とともに、実際の記載を確認す

ることで利用希望者が誤認しな

いような表現が採用されている

ことを確認する必要がある。 

（３）児童手当給付事業 

①ホームペー

ジにおける児

童手当制度の

案内について 

意見 （（３）－① ） 

令和６年１０月における児

童手当の制度改正前のページ

が長期間削除されずに残って

いる。 

 

閲覧した県民が制度を誤認す

る可能性があるため、遅滞なく

制度改正以前のページは削除す

る必要がある。 

（４）児童扶養手当給付事業 

指摘又は述べるべき意見はない。 

（５）施設型給付費・地域型保育給付費負担金 

①児童福祉施

設等に対する

指導監査にお

ける実施者の

要件及び人手

不足について 

意見 （（５）－① ） 

指導監査の実施者である子

育て社会推進課の職員につい

て、担当６名に対して対象施

設は２００箇所とかなり多

く、人手不足が生じている状

 

指導監査を実施する実施者の

要件の明確化及び人手不足の解

消方法を検討されたい。 
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項目  区分 【問題点・原因】  【結果（指摘、意見）】  

況である。また保育に関する

専門知識は求められていな

い。 

②補助金交付

要綱に定めら

れた市町村か

らの実績報告

期限遵守につ

いて 

意見 （（５）－② ） 

令和６年度の交付に対する

実績報告では、２市町村から

提出された報告書の日付が提

出期限を超過している。 

 

提出期限の厳守を改めて周

知、徹底すべきである。 

（６）施設等利用給付費 

指摘又は述べるべき意見はない。 

（７）私立幼稚園に対する運営費補助 

①公表済み運

用基準の記載

漏れ 

意見 （（７）－① ） 

要綱の減額要件で定められ

ている事由がホームページで

公表されている運用基準には

不記載であった。 

 

公表時の確認及び、長い期間

公表されているものについて

は、定期的な確認が必要であ

る。 

（８）地域子ども・子育て支援事業 

①決算額の記

載方法につい

て 

意見 （（８）－① ） 

「みやぎ子ども・子育て幸

福計画（令和２年度～令和６

年度）」に基づく施策の実施状

況（令和６年度）に記載され

ている事業費の決算額は確定

値ではなく、計画をもとにし

た概算払いの金額である。ま

た概算払いの金額と確定値に

 

概算払いの金額であり確定額

と一定の差が生じることを県民

にわかりやすく開示することが

正しい理解を促進するために有

用である。 
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項目  区分 【問題点・原因】  【結果（指摘、意見）】  

は一定の乖離が想定されてい

る。 

（９）私立幼稚園預かり保育推進事業 

指摘又は述べるべき意見はない。 

（１０）医療的ケア推進事業 

①研修受講履

歴の管理につ

いて 

意見 （（１０）－① ） 

全員受講を基本方針として

いる研修について、オンデマ

ンド配信での受講となった場

合、受講実績の確認は行われ

ておらず、受講履歴も記録さ

れない。また、オンライン開

催の研修やオンデマンド配信

による受講者に対するアンケ

ートは実施されていない。 

 

研修の実効性を高めるため、

オンライン開催時やオンデマン

ド配信受講者に対しアンケート

等を実施し、受講の有無を把握

する仕組みを整備すべきであ

る。またアンケート実施によ

り、現場で認識されている課題

や要望についての情報収集に活

かしていくことが望ましい。 

②文部科学省

通知の関係機

関への周知遅

延について 

意見 （（１０）－② ） 

文部科学省から各関係機関

へ通知すべき内容を県はメー

ルで受信したが、担当者の確

認が漏れたことにより、県か

ら各県立特別支援学校及び各

市町村教育委員会への周知に

相当の期間を要した。 

通知先である市町村からの

問い合わせにより発覚してい

る。 

 

周知が遅延することで安全確

保体制の不備等に繋がる虞があ

り、関係機関への迅速な情報共

有という観点から課題が認めら

れる。 
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項目  区分 【問題点・原因】  【結果（指摘、意見）】  

③勤勉手当の

予算に係る予

備分について 

意見 （（１０）－③ ） 

勤勉手当の今後所要額につ

いて、県は各特別支援学校か

ら報告された執行見込額に対

し、各学校側の計算に誤り等

があった場合であっても予算

の不足が生じないよう、令和

６年度予算を補正・減額する

際の予備分として２割を上乗

せして計算している。 

 

金額の規模が大きくなる、又

は、他の事業等において予備の

予算を設定する際は、過去にお

ける計算誤りの実績、各学校の

金額規模等を勘案し、一律では

なく状況に応じた複数の対応方

法を設けること等が考えられ

る。 

④表計算ソフ

トにおける勤

勉手当の計算

誤りについて 

意見 （（１０）－④ ） 

勤勉手当について、各学校か

ら提出された執行見込額に関

するデータを県で取り込む際

に、表計算ソフトで参照対象

を誤ったため、予算が不足す

るという事象が発生した。従

来から紙媒体による複数人で

の確認は行っていたものの、

確認作業が不十分であった。 

 

紙媒体ではなく、表計算ソフ

ト自体を確認対象とすることが

望ましい。また、適切な算定式

の設定後の変更を制限する仕組

みを構築することが望ましい。 

（１１）周産期医療対策事業 

①予算の下振

れに関する情

報伝達の不足 

意見 （（１１）－① ） 

執行率が５割未満となって

いる事業について、下振れの

理由は課内で共有されるに留

まり、予算を編成する財政部

局への共有はなされていな

い。これに伴い、予算を審議

 

重要な変化について情報の非

対称性が生じぬよう、課内での

情報共有にとどまらず、財政部

局にも自発的な情報共有を行う

ことが望ましい。 
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項目  区分 【問題点・原因】  【結果（指摘、意見）】  

する議会に対しても財政部局

から情報を共有することがで

きなくなっている。 

②電子決裁の

場合におけ

る、紙面上で

の作業の重複 

意見 （（１１）－② ） 

電子決裁の場合であっても

紙面で文書を回付するケース

において、文書の回付状況の

見える化のため、紙面に受領

証跡を残す運用がなされてい

る。 

 

効率性の観点から紙面の受領

証跡は不要の扱いとすることが

望ましい。 

（１２）児童保護措置費 

①定期的なモ

ニタリング体

制の強化 

意見 （（１２）－① ） 

仙台市所管施設は仙台市が

実施した監査結果をもとに定

期的なモニタリングをしてい

るが、監査結果を定期的に入

手する体制が整っていない。 

 

仙台市から監査結果を定期的

に入手することで、必要な情報

を適時かつ正確に把握する必要

がある。 

（１３）発達障害児者総合支援事業 

①各支援機関

に対する委託

契約手続の透

明性の不足 

意見 （（１３）－①－１） 

１者見積りによる随意契約

が継続しており、かつ、前年

踏襲での価格設定が常態化す

る中で、見積り額が予定価格

と近似している事例や、担当

圏域の異なる事業者間で見積

り額が一致する事例が確認さ

れる等、契約に際して透明性

確保のための仕組みが十分に

 

価格設定が過去実績に依存し

ており市場水準との比較が行わ

れていないことから、過去実績

ベースの価格設定について市場

水準との比較を行い、その妥当

性を検証するとともに、事後的

に確認することができるよう文

書化することが求められる。 
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項目  区分 【問題点・原因】  【結果（指摘、意見）】  

機能していない可能性が認め

られる。 

意見 （（１３）－①－２） 

成り手不足により前年踏襲

での価格設定が常態化してい

るという状況には特異性が認

められる。 

 

法令や規則を遵守した契約手

続に加え、特異な状況が生じた

経緯についても詳細な文書化や

議論を行うことが望ましい。 

②業務量に比

例しない画一

的な予定価

格・契約額の

設定 

意見 （（１３）－② ） 

圏域の人口と委託契約から

生じる業務量が比例すると想

定されるにもかかわらず、１

者見積りによる随意契約が継

続する中で、県が設定する予

定価格が同一となっており、

実際に締結された契約額も概

ね同等となっている状況が認

められる。 

 

業務量に連動した価格設定を

導入することが実態に即してい

る。 

また、根本的な原因として十

分な専門性・適格性を有する事

業者の不足が挙げられることか

ら、県を挙げて、既存事業者や

新規参入希望者のスキル向上を

支援する専門研修の開催、大学

や専門学校との連携による専門

的な人材の育成といった施策に

取り組むことが望ましい。 

③紙媒体にお

ける承認漏れ 

意見 （（１３）－③ ） 

周産期医療対策事業②と同

様 

 

周産期医療対策事業②と同様 

（１４）小児慢性特定疾病医療費助成事業 

指摘又は述べるべき意見はない。 

（１５）地域少子化対策重点推進交付金事業 

指摘又は述べるべき意見はない。 
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項目  区分 【問題点・原因】  【結果（指摘、意見）】  

（１６）若い世代のための少子化対策強化事業 

①委託時の随

意契約につい

て 

意見 （（１６）－① ） 

一部の事業において、公募

ではなく随意契約で包括して

外部業者への委託が行われて

いる。 

 

 

随意契約が継続すると、公平

性・透明性が担保されないこと

から、成果を測定する指標を定

め客観的に評価していくこと、

一定期間後は必ず入札にする等

の仕組みづくりが必要である。 
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２ 個別検出事項 

（１）みやぎ子ども・子育て幸福計画に関する事業全般に関する事項 

 

【指摘及び意見】 

① みやぎ子ども・子育て幸福計画の決算額の公表方法について 

各年度の決算額は、国が推進する事業のうち国負担と県負担の金額、及び県が

独自に実施する事業の金額が合算して記載されている。事業については、国の推

進により国の方針に沿って行っている事業と、県が県の状況を踏まえて行ってい

る事業がある。 

 

 【現状の記載】令和６年度の施策の実施状況 一部抜粋 

事業

番号 
事業名 担当課 事業内容 実施状況 

決算額 

（千

円） 

29 私立幼稚園

預かり保育

推進事業 

私学・公

益法人課 

幼稚園の教育時間終

了後も、開園日の

4/5以上の日数、１

日２時間以上の預か

り保育を継続的に実

施する私立幼稚園に

対して財政支援を行

い、保育機能の充実

を図ります。 

98園に対

して補助を

行った。 

163,710 
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【決算額の細目をわけた場合の記載】包括外部監査人作成 

国が推進し県が負担する事業 

事業

番号 

事業

名 

担当

課 

事業

内容 

実施状

況 

決算額(千円) 

国の推進事業 県が独自

に実施す

る事業 

国負担 県負担 

29 省略 省略 省略 省略 80,980 80,980 1,750 

 

（意見１） 

県民にとっては、県の予算がどのような子育て政策に活用されているかは重要

である。県が独自に実施している事業の情報を積極的に開示することは、県が少

子化対策にどのように向き合っているかについて県民はもとより日本全体に広く

示すことができ、他県との差別化を明示することができる。このような情報開示

により、県民が「この県で子育てをすることの優位性」を認識するとともに、子

育て世代が共感する県独自の事業を展開することができれば、子育てを応援する

県として広く知れ渡る副次的な効果も得られることが期待される。このように、

県の独自性を踏まえた事業に関する情報を開示することで、県民に対し、安心し

て子育てできる環境を整えていることを示すことができ、県民が出産・子育てに

抱く不安の緩和につながる。また、子育てに関する取組を広く全国に周知するこ

とで、他都道府県に居住する方々への情報提供としての効果も期待できる。 

県では、県民が安心して出産・子育てができる環境の整備に取り組んでいるも

のの、令和６年県民意識調査では「子ども・子育てを社会全体で応援する環境」

に関して不満と回答した割合が４７．６％と、満足を上回る結果が示されてい

る。こうした状況を踏まえ、県独自の事業について積極的に情報開示すること

で、県及び県外の方に広く認識され、理解の促進につながる効果が期待される。 
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出所：みやぎ子ども・子育て幸福計画 令和６年度の施策の実施状況 一部抜粋 

 

② 県民ニーズの適時な把握  

みやぎ子ども・子育て幸福計画の指標として、県民意識調査による県民満足度

を使用している。県民意識調査は毎年行われ、調査対象は宮城県に在住する１８

歳以上の方４,０００人（選挙人名簿から無作為抽出）であり、郵送配布、イン

ターネット、デジタル身分証アプリによる回答方式である。本調査は子育て等に

特化したものではなく、広く県民の意識を調査するアンケートである。 

県では「みやぎ子ども・子育て幸福計画（令和２年度～令和６年度）」の後継
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計画の「みやぎ子ども・子育て幸福計画（令和７年度～令和１１年度）」の策定

に当たり、令和６年度に以下の２調査を実施し、アンケート結果は後継計画に反

映しているとのことである（令和７年１０月３０日に実施した担当課（子育て社

会推進課）に対する質疑応答）。 

・「宮城県少子化施策等に関する意識調査」（県内に居住する満１８歳以上４９

歳以下の男女３,０００人を対象とした抽出調査） 

・「宮城県こどもアンケート調査」（県内の中学２年生１９,３２９人を対象と

した全数調査） 

なお、前者は平成２９年以来２回目、後者は初めての調査であり、今後も同様

の調査を継続するかは未定と回答を受けている（令和７年１０月３０日に実施し

た担当課（子育て社会推進課）に対する質疑応答）。 

 

（意見２） 

子ども、子育てを取り巻く環境は常に変化しており、県民が子ども、子育て政

策に何を求めているかを適時適切に把握することが求められる。しかしながら、

少子化対策の効果や課題を把握し、今後の事業の改善に資するアンケートは平成

２９年実施されて以降、令和６年度の上記２つのアンケートまで長期間実施され

ていない状況であった。この間にも県の出生率は平成２９年度の１．３１から令

和６年度の1．００まで減少している。また、今後のアンケート予定も未定であ

る。 

子育てを取り巻く環境は刻刻と変化していくことから、県民の意識を適時に把

握していくことが望まれる。このため、費用対効果を考慮しつつも、重要な項目

については毎年意識調査の実施を検討し、速やかに今後の事業計画へ反映させる

ことが望まれる。 
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出所：みやぎ子ども・子育て幸福計画 令和６年度の施策の実施状況 一部抜粋 

 

（２）子育て世帯支援融資事業（みやぎっこ応援ローン） 

【事業の概要】 

① 事業目的 

経済的支援等による子育て環境の整備 

 

② 事業内容 

県と県内に本店のある金融機関が連携して創設した子育て世帯向けの優遇融

資制度により、子どもを養育している保護者に対して、子育てに必要な資金全

般を対象に融資を行う事業である。 

 

※包括外部監査人の補足 

融資金の貸付の主体は金融機関であり、県は融資制度を実施するために予算

の範囲内で融資原資を取扱金融機関に預託する。金融機関が融資する資金の総

額は預託金額の２倍以上の額とされている。 

預託金は事業年度末に全額、県に返還され、翌事業年度期首に翌年度分が金
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融機関に預託される（令和７年１０月３０日に実施した担当課（子育て社会推

進課）に対する質疑応答）。 

 

③ 令和６年度実施状況 

制度参加金融機関：１１機関 

新規融資実績：１６２件、263,190千円 

 

④ 所管部局・課 

保健福祉部 子育て社会推進課 

 

⑤ 補助金交付の根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・宮城県子育て世帯生活資金融資制度要綱 

 

⑥ 事業開始年度・事業終了年度（予定） 

平成２９年度開始・終了予定なし 

 

⑦ 事業費の推移・財源（単位：千円）   

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額 200,190 220,180 230,171 

決算額 195,149 210,159 230,150 

 

⑧ 事業効果（指標）の推移 

  設定なし 

 

【指摘及び意見】 

①  融資金の目的外利用について 

「宮城県子育て世帯生活資金融資制度要綱」第５条(１)資金の使途におい 

て、「対象者又はその配偶者の出産及び扶養する子どもの養育並びに教育に要す

る資金全般とする。ただし、事業性資金、レジャー・娯楽資金、借換資金、投
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機・転貸資金及び高級服飾品を購入する資金等は除くものとする。」と定められ

ており、当然ながら資金の使途は出産及び子育てに限定される。 

近年、下記の新規融資実績の表のとおり県民への融資額は増加傾向にあり、事

業費も増加している。これは、県が金融機関に確認したところ「低金利で使いや

すいことが要因と思われる」とのことである（令和７年１０月３０日に実施した

担当課（子育て社会推進課）に対する質疑応答）。一方で、融資時の資金の使用

用途の確認は各金融機関の実施方法に委ねられていることから、県として目的外

利用を防止するための状況を把握できていない。 

 

【新規融資実績】 

 件数 金額（千円） 

令和４年度 90 128,950 

令和５年度 133 201,130 

令和６年度 162 263,190 

出所：みやぎ子ども・子育て幸福計画施策実施状況 令和４年度～令和６年度を

もとに監査人が作成 

 

（意見１） 

県として子育て支援を目的としていることから、融資金の目的外利用は県とし

て防止する必要があるものの、現状、県は目的外利用を防止するための（貸出金

融機関による）具体的な方策の把握までは実施していない。 

融資を実行する各金融機関は融資時における独自ノウハウを有しており、金融

機関の監督官庁ではない県が金融機関に求めることができる事項は制約が存在す

る可能性もあるが、例えば、七十七銀行はホームページにおいて、「お申込時に

お持ちいただきたい書類」として「お支払費用が確認できる書類・納付書等」と

記載されており、貸付時に使用用途の証憑を確認していることが読み取れること

から、他の金融機関においても同様の対応を依頼することも考えられる。 

 

② 事業の効果測定及び事業遂行を通じて得られる状況把握について 

県に対するインタビューの結果、県としてこの事業における事業効果を測定す
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る、又は、事業の遂行を通じて把握できる実態を確認するための事後対応につい

て明確に定めを有していないと思慮される。 

令和７年１０月３０日に実施した担当課（子育て社会推進課）に対する質疑応

答によると、県は需要に対する供給を重視しているものの具体的な需要予測を行

っていない。このため、結果的に貸付額が増加していることを把握した上で来期

予算の増額を検討するにとどまっている可能性がある。 

県が利用者増加の要因を金融機関に確認したところ、「低金利で使いやすいこ

とが要因と思われる」との回答を得ている。低金利での融資を受けられることは

県民にとって好ましい状況にあり今後の推進することが期待されるが、一方で、

背景となる利用者の具体的な借入れの用途までは積極的に把握していないと思慮

される。 

 

（意見２） 

事業効果を測定しておらず、また、利用者の用途を把握していないことから、

県は需要予測を行っておらず、また、県民のニーズを把握する機会を逸している

と考えられる。 

このため、事業効果の測定として、利用実績や利用者満足度・行動変容に関す

るアンケートを実施することが有効であると考えられる。例えば、利用実績数、

「制度を利用してよかった」と回答する割合、その他行動変容に関する指標とし

て、借入れの用途、制度利用世帯の負担軽減度合、働き方の選択肢、制度を利用

しない場合は犠牲にせざるを得ないが、利用したことで犠牲にしなくて済んだ支

出等がアンケート項目として考えられる。また、金融機関の協力を得て用途を把

握することも考えられる。 

利用者による借入れの用途、借入れをしたから回すことのできた支出を把握す

ることは県民がどのような分野において経済的な支援を求めているかに関する県

民のニーズを直接把握することのできる貴重な機会である。このため、アンケー

ト及び金融機関の協力によりどのような用途で増加傾向にあるかを把握すること

で、今後、金融機関からの借入以外の方法による出産・子育て等の支援すべき分

野を明確にしていくことの一助になると考えられる。 
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③ 事業の周知について 

当事業は県のホームページで周知されており、各取扱金融機関のホームページ

に移動できるよう対象の金融機関のリンク先が掲載されている。しかしながら、

リンク先は各金融機関のホームページではあるものの、必ずしも各取扱金融機関

における「みやぎっこ応援ローン」関連のページではないことから、利用者自ら

各取扱金融機関における本事業に関する該当ページを検索する必要がある。ま

た、県の広報状況は、「当事業のチラシ・ポスターを作成し、県の地方機関（県

内の保健福祉事務所９機関）や市町村、取扱金融機関に送付し広報のご協力をお

願いしており、特段ホームページや電子媒体等での周知についての働きかけは行

っておりません。」（子育て社会推進課からの質問回答より）とのことである。

現在の、とりわけ子育て世代のインターネットの利用状況を勘案すると、ユーザ

ーフレンドリーとは言い難い。 

また、県のホームページでは「県では、少子化の一因とされている出産・子育

てに係る経済的な負担や不安の軽減を図るため、県内の１１金融機関と連携し

「みやぎ子育て世帯支援総合融資『みやぎっこ応援ローン』を実施していま

す。 」、つまり、「県では、・・・『みやぎっこ応援ローン』を実施していま

す。」と記載されていることから融資元が県であると誤認する県民も存在するも

のと考えられる。 

 

（意見３） 

県としても「今後、取扱金融機関に対し、利用者への案内についてホームペー

ジ等で周知いただくようお願いしてまいりたいと考えております。」（令和７年

１１月２８日に受領した担当課（子育て社会推進課）からの質問回答より）との

ことであり、例えば各取扱金融機関に対して「みやぎっこ応援ローン」専用のホ

ームページを設定することを依頼するとともに、県の該当ホームページでは同ホ

ームページへのリンクを開示することで県民が容易に情報を収集することができ

るようになると考えられる。 

また、融資主体は各金融機関であることを県のホームページで記載すること

で、各金融機関の融資審査を受審しなければならないこと等、利用希望者の制度

理解の向上となることが期待される。 
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④ 県の募集要項と実際の募集要項等の違いについて 

 県では融資対象者を以下のとおり設定している 

 

宮城県子育て世帯生活資金融資制度要綱より抜粋 

 （融資対象者） 

第４ 融資の対象者は，次の各号に掲げる者とする。 

（１）申込時において，宮城県内に住所を有する者 

（２）原則として満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

子ども（ただし，大学において修業年限を６年とする課程にある子ども

にあっては，原則として満２４歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある子ども）を扶養している者，並びに妊娠中の者及びその配

偶者 

（３）申込時の年齢が満１８歳以上の者であり，取扱金融機関において定める

上限年齢及び償還完了時年齢等の年齢条件を満たす者 

（４）継続して安定した収入があると認められる者 

（５）取扱金融機関が指定する保証機関の保証を受けられる者 

（６）その他，取扱金融機関の融資基準等を満たす者 

 

しかしながら、杜の都信用金庫のホームページで開示されている要綱では、ご

利用いただける方として、「当金庫の営業地域にお住まい、又はご勤務（営業）

の方」と記載されており、宮城県内に住所を有せずとも杜の都信用金庫の営業地

域にて勤務している者も対象であるように解釈できるような表現が採用されてい

る（令和７年１２月１１日現在）。県に確認したところ、「１２月１５日に杜の

都信用金庫へ架電し確認を行ったところ、「宮城県子育て世帯生活資金融資制度

要綱」と当該金融機関ホームページの記載内容に齟齬が生じているため、ホーム

ページを修正する旨報告を受けました。」との回答（令和７年１２月１７日に受

領した担当課（子育て社会推進課）からの質問回答より）であり、修正を行うと

のことである（なお、令和８年３月１８日現在で修正は行われていない）。ま

た、実際に宮城県以外に住所を有するものに融資が行われたかについて県に確認
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したところ、「１２月１５日（月）に架電にて調査を依頼したところ、『現在融

資残高を有しているものは調査可能だが、完済したものの調査は不可能』とのこ

とでした。なお、調査の結果、現在融資残高を有している者は全て宮城県在住で

あるとのことです。」との回答（令和７年１２月１７日に受領した担当課（子育

て社会推進課）からの質問回答より）であった。よって現在では宮城県外在住者

への融資は行われていないとのことである。 

 

（意見４） 

県は、取扱金融機関に対して適切な表現で記載することを周知するとともに、

実際の記載を確認することで利用希望者が誤認しないような表現が採用されてい

ることを確認する必要がある。 

 

（３）児童手当給付事業 

【事業の概要】 

① 事業目的 

経済的支援等による子育て環境の整備 

 

② 事業内容 

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健や

かな成長に資することを目的として，中学校修了までの子どもを養育等している

者に対して手当を支給する。 

※令和６年度１０月分から制度が拡充され、所得制限が撤廃されたほか、支給

期間が高校生年代まで延長された。また、第３子以降の支給額が３万円に増額さ

れた。 

 

③ 令和６年度実施状況 

受給対象児童数 ２８１，３０８人（令和７年２月末現在） 

※公務員に係る児童を除く 
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④ 所管部局・課 

保健福祉部 子育て社会推進課 

 

⑤ 補助金交付の根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・児童手当法 

・児童手当法施行令 

・児童手当法施行規則 

・補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号） 

・宮城県児童手当県費交付金交付要綱 

 

⑥ 事業開始年度・事業終了年度（予定） 

昭和４７年度開始・終了予定なし 

 

⑦ 事業費の推移・財源（単位：千円）   

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額 4,742,244 4,546,514 4,241,549 

決算額 4,674,937 4,488,307 4,240,571 

 

⑧ 事業効果（指標）の推移（支給人数） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計画 - - - 

実績 235,067人 226,534人 281,308人 

 

【指摘及び意見】 

① ホームページにおける児童手当制度の案内について 

県はホームページにて最新の児童手当制度の概要の説明を行っているが、令和

６年１０月における児童手当の制度改正以前のホームページが、改正から１年以

上経過した令和７年１１月時点においても削除されずに残されている。なお、当

該ページでは冒頭に制度改正後のページのリンクを記載している。 

改正前のページが長期間削除されずに残っている理由は、「特段の理由はなく
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更新が追いついていない、また児童手当制度以外にも情報が古いページが散見さ

れ、修正を予定している」とのことである（令和７年１０月３０日に実施した担

当課（子育て社会推進課）に対する質疑応答）。 

 

（意見１） 

ホームページ冒頭で現行制度について言及しているものの、制度改正以前のペ

ージが残っていることで、閲覧した県民が、例えば、旧制度と新制度が併存し、

条件により適用対象が異なる等と制度を誤認する可能性がある。制度改正から１

年以上経過していることも踏まえ、遅滞なく制度改正以前のページは削除する必

要がある。 

 

（４）児童扶養手当給付事業 

【事業の概要】 

① 事業目的 

経済的支援等による子育て環境の整備 

 

② 事業内容 

ひとり親家庭の生活の安定と自立に寄与し，子どもの福祉の増進を図ることを

目的として，子どもを養育等している者に対して手当を支給する。 

 

③ 令和６年度実施状況 

受給権者数 ２，７２８人 

（令和７年３月末現在） 

 

④ 所管部局・課 

保健福祉部 子ども・家庭支援課 

 

⑤ 補助金交付の根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・児童扶養手当法 
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・児童扶養手当法施行令 

・児童扶養手当の支払日等に関する規則 

 

⑥ 事業開始年度・事業終了年度（予定） 

昭和６０年度開始・終了予定なし 

 

⑦ 事業費の推移・財源（単位：千円）   

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額* - - - 

決算額 1,279,056 1,241,523 1,264,064 

*：予算額については、児童扶養手当給付費全体で策定され、決算額について

は児童扶養手当給付費全体から当該事業に該当する部分を抜き出して開示して

いる。そのため決算額に対応する予算額は個別に策定されておらず、記載な

し。 

 

⑧ 事業効果（指標）の推移（支給人数） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計画 - - - 

実績 2,874 2,793 2,728 

 

【指摘及び意見】 

指摘又は述べるべき意見はない。 

 

（５）施設型給付費・地域型保育給付費負担金 

【事業の概要】 

① 事業目的 

経済的支援等による子育て環境の整備 
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② 事業内容 

保護者の就労等により保育を必要とする子どもを預かる保育所等の給付費を負

担する。令和元年１０月からは、幼児教育・保育の無償化が開始されている。 

 

③ 令和６年度実施状況 

・施設型給付費 

私立保育所及び認定こども園等３４市町村４７０施設（分園は含まず）に対  

して、教育・保育に要する費用を負担した。 

・地域型保育給付費負担金 

地域型保育事業を行う２９市町村２７７施設に対して、地域型保育給付事業 

に要する費用を負担した。 

 

④ 所管部局・課 

保健福祉部 子育て社会推進課 

 

⑤ 補助金交付の根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・子ども・子育て支援法 

・子ども・子育て支援法施行令 

・宮城県子どものための教育・保育給付負担金交付要綱 

・宮城県施設型給付費等補助金交付要綱 

 

⑥ 事業開始年度・事業終了年度（予定） 

平成２７年度開始・終了予定なし 

 

⑦ 事業費の推移・財源（単位：千円）   

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額* - - - 

決算額 10,771,521 13,129,466 14,461,609 

*：予算額については、施設型給付費・地域型保育給付費負担金全体で策定さ

れ、決算額については施設型給付費・地域型保育給付費負担金全体から過年度
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訂正に伴う追加交付額等を除いた、当該年度分のみを抜き出して記載してい

る。そのため決算額に対応する予算額は個別に策定されておらず、記載なし。 

 

⑧ 事業効果（指標）の推移（対象施設数） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計画 - - - 

実績 施設型給付費：423 

地域型保育 

給付費負担金：298 

施設型給付費：447 

地域型保育 

給付費負担金：285 

施設型給付費：470 

地域型保育 

給付費負担金：277 

 

【指摘及び意見】 

① 児童福祉施設等に対する指導監査における実施者の要件及び人手不足について 

県は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）及び就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）

（以下「児童福祉法等」という。）の規定に基づき私立認可保育所及び私立認定

こども園に対して指導監査を行っている。本指導監査は、入所者の処遇、職員の

配置及び勤務条件、経理状況、設備の状況等施設の運営管理全般について確認し

ている。実施者は子育て社会推進課の職員であるが、担当６名に対して対象施設

は２００箇所とかなり多く、人手不足が生じている状況である（令和７年１０月

３０日に実施した担当課（子育て社会推進課）に対する質疑応答）。また指導監

査班の編成において、宮城県児童福祉行政等指導監査実施要綱上、指導監査は２

人以上で実施し、そのうち１人は主査以上の職にある者とするよう努めると記載

されているのみであり、保育に関する専門知識は求められていない。 

 

（意見１） 

指導監査を実施する実施者の要件の明確化及び人手不足の解消方法を検討され

たい。例えば、厚生労働省が発表している「令和３年度子ども・子育て支援推進

調査研究事業認可外保育施設に対する指導監督の質の向上等に関する調査研究」

で取り上げられているように、巡回支援指導事業を導入し指導監査に巡回支援指

導員を同行させることで、保育に関する専門知識を有した人員による指導監督が
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可能になると考えられる。 

 

② 補助金交付要綱に定められた市町村からの実績報告期限遵守について 

県は各市町村が算定した施設型給付費・地域型保育給付費負担金の一部を負担

しており、各市町村に対して交付決定日の属する年度の翌年度６月末日までに事

業実績の報告を指示しているが、令和６年度の交付に対する実績報告では、仙台

市及び南三陸町の２市町村から提出された報告書の日付が期限である令和７年６

月末以降である７月１日及び同月３日であり、提出期限を超過している。 

市町村からの実績報告を受けた後、県は実績報告の内容を確認の上、国に報告

し、国による額の確定後、知事から市町村に確定通知を行うことで過払いの場合

は過払いの返還命令を、不足していた場合は追加支払いを行う。なお、今回提出

期限を超過していた上記２市町村について、実績報告が期限を超過したことによ

る後続の業務の遅れ等特段の不利益は生じていない（令和７年１２月１６日に受

領した担当課（子育て社会推進課）からの質問回答より）。 

 

（意見２） 

今回は市町村からの実績報告が遅れたことによる不利益は生じていないが、資

金繰り等、不利益が発生する虞もあり、市町村に対して要綱を遵守させることは

県の当然の義務であることから、提出期限の厳守を改めて周知、徹底すべきであ

る。 

 

（６）施設等利用給付費 

【事業の概要】 

① 事業目的 

経済的支援等による子育て環境の整備 

 

② 事業内容 

幼稚園や保育所等の利用料を一部無償化し、利用者の経済的負担の軽減を図り

ます。 
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③ 令和６年度実施状況 

子ども・子育て支援法の規定に基づき、子ども・子育て支援の新制度未移行幼

稚園や、認可外保育施設等の利用者に施設等利用給付費を支弁する市町村に対し

て、支給に要する費用を負担した。（子育て社会推進課：２９市町村）（私学・

公益法人課：３２市町村） 

 

④ 所管部局・課 

保健福祉部 子育て社会推進課 

総務部 私学・公益法人課 

 

⑤ 補助金交付の根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・子ども・子育て支援法 

・子ども・子育て支援法施行令 

・宮城県補助金等交付規則 

・宮城県子育てのための施設等利用給付交付金交付要綱 

 

⑥ 事業開始年度・事業終了年度（予定） 

令和元年度開始・終了予定なし 

 

⑦ 事業費の推移・財源（単位：千円）   

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額* - - - 

決算額 1,251,330 1,041,528 812,667 

*：予算額については、施設等利用給付費全体で策定され、決算額については

施設等利用給付費全体から過年度訂正に伴う追加交付額等を除いた、当該年度

分のみを抜き出して記載している。そのため決算額に対応する予算額は個別に

策定されておらず、記載なし。 
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⑧ 事業効果（指標）の推移（施設数） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計画 - - - 

実績 新制度幼稚園： 46 

認定こども園：139 

私立保育所： 238 

小規模保育： 219 

家庭的保育：  47 

居宅訪問型保育： 0 

事業所内保育： 29 

特例保育 

（へき地保育所）：3 

新制度幼稚園： 55 

認定こども園：173 

私立保育所： 226 

小規模保育： 210 

家庭的保育：  45 

居宅訪問型保育： 1 

事業所内保育： 30 

特例保育 

（へき地保育所）：2 

新制度幼稚園： 59 

認定こども園：192 

私立保育所： 219 

小規模保育： 206 

家庭的保育：  41 

居宅訪問型保育： 1 

事業所内保育： ２8 

特例保育 

（へき地保育所）：1 

 

【指摘及び意見】 

指摘又は述べるべき意見はない。 

  

（７）私立幼稚園に対する運営費補助 

【事業の概要】 

① 事業目的 

学校教育・保育の提供の確保・充実（幼児期の学校教育・保育の充実） 

 

② 事業内容 

私立幼稚園における教育に経常的経費に対して財政支援を行い、私立幼稚園の

教育環境の維持・向上、在籍する幼児の保護者の経済的負担の軽減を図ります。 

 

③ 令和６年度実施状況 

私立幼稚園５０園に対して経常的経費の補助を行うとともに、施設型給付を受

ける９３園に対して経常的経費の特別加算（教育環境の維持向上）に係る補助を

行った。 

 

④ 所管部局・課 

総務部 私学・公益法人課 
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⑤ 補助金交付の根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・私立高等学校等経常費助成費補助金（一般補助）交付要綱 

・私立学校運営費補助金交付要綱 

・私立幼稚園教育振興補助金交付要綱 

 

⑥ 事業開始年度・事業終了年度（予定） 

昭和５１年度開始・終了予定なし 

 

⑦ 事業費の推移・財源（単位：千円）   

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額 2,811,022 2,149,600 1,654,687 

決算額 2,529,496 2,132,258 1,654,062 

 

⑧ 事業効果（指標）の推移 

 設定なし 

 

【指摘及び意見】 

①   公表済み運用基準の記載漏れ 

県のホームページで公表している「私立学校運営費補助金交付要綱」第６条及

び「私立幼稚園教育振興補助金交付要綱」第６条には、減額の要件として（１）

～（８）が定められている。一方、同様に県のホームページで公表されている

「補助金の減額に関する規定及び運用基準」には、減額事由が１～６までしかな

く、上記要綱における「（７）運営費補助金の申請書等に不実の記載をしたと

き。（８）前各号に掲げるもののほか，運営費補助金の交付目的若しくは交付決

定内容又はこれに付した条件に違反したとき。」については不記載である（令和

７年１１月１１日現在）。当初（平成２４年）の県のホームページ公表時から不

記載であり、理由は不明とのことである（令和７年１０月３１日に実施した担当

課（私学・公益法人課）への質疑応答）。なお現在においては修正されている。 
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（意見１） 

減額理由７と減額理由８についてはこれまで違反となる事例はなく、適切に運

用を行っていた（令和７年１２月１７日に受領した担当課（私学・公益法人課）

からの質問回答より）とのことである。結果として、県公表資料は実態に即した

記載となっていなかった。公表資料については、公表時の確認及び、長い期間公

表されているものについては、定期的な確認が必要である。 

 

（８）地域子ども・子育て支援事業 

【事業の概要】 

① 事業目的 

 ニーズに応じた多様な子育て支援の充実 

 

② 事業内容 

市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業（地域子育て拠点支援事業、一

時預かり事業、子育て短期支援事業、放課後児童健全育成事業）に対して財政支

援を行う。 

 

③ 令和６年度実施状況 

放課後児童健全育成事業３４市町村、地域子育て支援拠点事業３２市町村に対

して補助を実施した。 

 

④ 所管部局・課 

保健福祉部 子育て社会推進課 

 

⑤ 補助金交付の根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・利用者支援事業実施要綱 

・延長保育事業実施要綱 

・実費徴収に係る補足給付事業実施要綱 

・多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱 
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・放課後児童健全育成事業実施要綱 

・子育て短期支援事業実施要綱 

・乳児家庭全戸訪問事業実施要綱 

・養育支援訪問事業実施要綱 

・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業実施要綱 

・子育て世帯訪問支援事業実施要綱 

・児童育成支援拠点事業実施要綱 

・親子関係形成支援事業実施要綱 

・地域子育て支援拠点事業実施要綱 

・一時預かり事業実施要綱 

・病児保育事業実施要綱 

・子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）実施要綱 

 

⑥ 事業開始年度・事業終了年度（予定） 

平成２７年度開始・終了予定なし 

 

⑦ 事業費の推移・財源（単位：千円）   

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額 2,800,000 2,973,619 3,630,415 

決算額 2,796,557 2,970,814 3,629,443 

 

⑧ 事業効果（指標）の推移 

 設定なし 

 

【指摘及び意見】 

① 決算額の記載方法について 

事業費の推移に記載されている決算額は確定値ではなく、計画をもとにした概

算払いの金額である。ただし、「みやぎ子ども・子育て幸福計画（令和２年度～

令和６年度）」に基づく施策の実施状況（令和６年度）にはその旨の記載はな

い。これは、国の額確定時期が遅く本集計に間に合わないため、県は計画をもと
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にした概算払い時の金額を用いて「みやぎ子ども・子育て幸福計画（令和２年度

～令和６年度）」に基づく施策の実施状況を作成している。令和５年度において

は、計画をもとにして概算払いした金額は2,814百万円（決算額には社会福祉課

への執行委任分等が含まれているため、上記令和５年度の決算額2,970百万円と

は、一致しない）、国が確定した最終の確定額は2,519百万円であり、差額であ

る295百万円の返還額が生じている。これは、国（こども家庭庁）が金額の確定

時において追加支払いを行わない方針のため、市町村が計画金額を多めに見積も

る傾向にあることによる（令和７年１０月３０日に実施した担当課（子育て社会

推進課）に対する質疑応答）。 

 

（意見１） 

国の確定時期が遅いため、決算額を計画に基づく概算払いの金額として公表す

ることはやむを得ない。しかし、決算額は多めに見積もられた計画をもとにした

概算払いの金額であり、確定額と一定の差が生じる。この点を県民にわかりやす

く開示することが正しい理解を促進するために有用である。例えば、国の確定時

期が遅いため決算額は今後変動する可能性がある旨の記載及び過去の実際額等の

記載が考えられる。 

 

（９）私立幼稚園預かり保育推進事業 

【事業の概要】 

① 事業目的 

ニーズに応じた多様な子育て支援の充実 

 

② 事業内容 

正規の保育時間以外に２時間以上の預かり保育を継続的に実施する私立幼稚園

に対して財政支援を行い、保育機能の充実を図る。 

 

③ 令和６年度実施状況 

９８園に対して補助を行った。 
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④ 所管部局・課 

総務部 私学・公益法人課 

 

⑤ 補助金交付の根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・私立幼稚園預かり保育等推進事業補助金交付要綱 

・私立幼稚園預かり保育等推進事業補助金取扱要領 

・私立学校教育改革推進特別経費補助金交付要綱 

・私立学校教育改革推進特別経費補助金取扱要領 

 

⑥ 事業開始年度・事業終了年度（予定） 

平成９年度開始・終了予定なし 

 

⑦ 事業費の推移・財源（単位：千円）   

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額 200,480 230,320 206,140 

決算額 173,540 171,580 163,710 

 

⑧ 事業効果（指標）の推移 

 設定なし 

 

【指摘及び意見】 

指摘又は述べるべき意見はない。 

 

（１０）医療的ケア推進事業 

【事業の概要】 

① 事業目的 

日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒が通学する県立特別支援学校におい

て、児童生徒の健康の維持・増進及び安全な学習環境の整備を進め、児童生徒の
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教育の充実を図る。 

 

② 事業内容 

県立特別支援学校において、医療的ケアを必要とする児童生徒に対して医療的

ケアを実施するため、必要な看護師を配置するとともに、巡回指導医の指導のも

と、教員が看護師と連携して医療的ケアを実施する体制を整備する。 

 

③ 令和６年度実施状況 

・医療的ケアの実施体制の確保 

  医療的ケアを必要とする児童生徒の学習機会創出を図るため、該当特別支 

援学校に看護師を配置し教員と連携して医療的ケアを実施した（実施校１ 

９校、対象児童生徒１２８人(令和６年度末時点)）。 

・医療的ケア体制の充実 

・看護職員に対して医療的ケアの理解に関する研修、市町村教育委員会に対し 

て医療的ケアの制度に関する研修を実施した。 

 

④ 所管部局・課 

教育庁 特別支援教育課 

 

⑤ 事業実施の根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・医療的ケア推進事業実施要綱 

・医療的ケア推進事業実施に関する要領 

・医療的ケア推進事業に関する看護職員設置要綱 

・宮城県教育委員会に属する会計年度任用職員取扱要綱 

 

⑥ 事業開始年度・事業終了年度（予定） 

平成１６年度開始・終了予定なし 

 



 

45  

⑦ 事業費の推移・財源（単位：千円）   

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額 203,356 214,502 239,125 

決算額 191,107 198,017 218,707 

 

⑧ 事業効果（指標）の推移（単位：人） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

医療的ケア 

対象児童生徒数 

125 122 128 

看護職員数 134 135 142 

 

【指摘及び意見】 

① 研修受講履歴の管理について 

医療的ケアを実施する特別支援学校で勤務する看護職員や管理職、その他教員

を対象にした研修を年２回実施している。このうち看護職員については全員受講

を基本方針としており、当日欠席者についてはオンデマンド配信による受講機会

を設けている。オンデマンド配信での受講となった場合、各学校に受講案内メー

ルを送付しているものの、受講実績の確認は行われておらず、受講履歴も記録さ

れない。また、対面型研修の当日出席者を対象に研修内容に対するアンケートを

実施しているが、オンライン開催の研修やオンデマンド配信による受講者に対す

るアンケートは実施されていない。 

 

（意見１） 

費用対効果の観点から厳密な受講実績の確認が難しい場合であっても、研修の

実効性を高めるため、オンライン開催時やオンデマンド配信受講者に対しアンケ

ート等を実施し、受講の有無を把握する仕組みを整備すべきである。 また、ア

ンケートを実施することにより研修内容に対するフィードバックを得ることで、

研修のコンテンツをより良く改善し、同時に、現場で認識されている課題や要望

についての情報収集に活かしていくことが望ましい。 
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② 文部科学省通知の関係機関への周知遅延について 

令和６年３月８日付で総務省から文部科学省に対し医療的ケアに関する調査結

果の通知が発出された。これを受け、文部科学省からは令和６年４月１９日付で

県に対し同内容の通知があった。しかし、県から各県立特別支援学校及び各市町

村教育委員会への周知は令和６年９月２６日付となり、通知から周知までに相当

の期間を要した。 

文部科学省からの通知が課の共有アドレス宛てに送付され、課内でメールが開

封された後、本件の担当者による確認と内容の展開が漏れてしまったことが遅延

理由である（令和７年１０月２９日に実施した担当課（特別支援教育課）に対す

る質疑応答）。当該事象は通知先である市町村からの問い合わせにより発覚し

た。背景として、共有アドレスは受信したメールを複数の担当者が閲覧できるも

のの、メールシステムの仕様上、共有アドレスで受信したメールの開封状態が共

有アカウント単位でしか把握できない（共有アドレスのいずれかのユーザーが開

封した後は、同メールが他のユーザーにも既読メールとして表示される）仕組み

となっていたため、本件に対応すべき担当者は自身にとっての未読メールを網羅

的に確認対象に含めることができなかったという事情が存在した。（令和７年１

０月２９日に実施した担当課（特別支援教育課）に対する質疑応答）。 

なお、県は再発防止策として、共有アドレスについても共有アカウント単位で

はなく、共有対象であるユーザー（担当者）単位でメールの開封状況を把握でき

るメールシステムにより確認を行うよう対応を改善している。 

 

（意見２） 

今回の事象は通知先である市町村からの問い合わせが無ければ発覚することが

なかった可能性が高く、また通知文書には医療的ケア児の学校在校時における発

災への備え等についても記載されていることから、周知が遅延することで安全確

保体制の不備等に繋がる虞があり、関係機関への迅速な情報共有という観点から

課題が認められる。 

メールシステムの確認方法に関しては前述の再発防止策により是正が図られて

いるものの、メール受信後のタスクの対応状況をメールの既読状況のみで確認し

ており、対応漏れが発生するリスクに対しては改善が図られていない。当該リス
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クを回避するためには、メールの既読状況のみでは情報が不十分であり、追加的

な情報を一元的に管理する仕組みの導入が必要である。例えばメールシステムの

フラグ機能を用いて対応状況を明確化することが有用である。 

 

③ 勤勉手当の予算に係る予備分について 

勤勉手当の今後所要額について、県は各特別支援学校から報告された執行見込

額に対し、各学校側の計算に誤り等があった場合であっても予算の不足が生じな

いよう、令和６年度予算を補正・減額する際の予備分として２割を上乗せして計

算している。令和６年１２月に給与改定があったことに伴い勤勉手当の増加が見

込まれることになり、各学校側においても給与改定を反映した金額で執行見込額

を計算していたが、県が各学校から報告された今後の執行見込額に一律に２割の

上乗せを行った（令和７年１０月２９日に実施した担当課（特別支援教育課）に

対する質疑応答）。なお、県において計上された上乗せ額の合計は665,840円と

なっている。 

 

（意見３） 

各特別支援学校における計算誤りは過大・過少の両方向で生じる可能性がある

ため、報告額に対し一律に２割を上乗せする算定方法は合理的な根拠に乏しいと

いえる。このような予備分は必要額以上に予算が配分される虞があり、また予算

の適正性や透明性を損なう虞がある。金額的な重要性は乏しいことから事務効率

化の観点より一律での対応も許容されうると考えられるが、金額の規模が大きく

なる、又は、他の事業等において予備の予算を設定する際は、過去における計算

誤りの実績、各学校の金額規模等を勘案し、一律ではなく状況に応じた複数の対

応方法を設けること等が考えられる。 

 

④ 表計算ソフトにおける勤勉手当の計算誤りについて 

勤勉手当に関して、県では各特別支援学校から報告された執行見込額をもとに

予算を編成しているが、令和６年度の報告額を集計する際に一部の学校について

取り込みが漏れ、結果的に予算が1,127,919円不足するという事象が発生した。

これは、勤勉手当については各学校において算定しているが、各学校から提出さ
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れた執行見込額に関するデータを県で取り込む際に表計算ソフトのセルの参照先

を誤ったことが原因であり、本予算の不足に伴い他の予算からの流用が必要とな

った際に不足の経緯を調査する過程で表計算ソフトの算式誤りが発覚した（令和

７年１０月２９日に実施した担当課（特別支援教育課）に対する質疑応答）。 

なお、集計結果について従来から紙媒体による複数人での確認は行っていたも

のの、集計結果の正確性に対する確認作業が不十分であったことからデータの取

り込み漏れが検出されない結果となった。今回の事象を受け、各学校の執行見込

額についても複数人での確認対象に追加する再発防止策を講じている。 

 

（意見４） 

紙媒体での確認方法では表計算ソフトの算定式を直接確認することができない

ため、算定式の誤りを検出するという観点からは表計算ソフト自体を確認対象と

することが望ましい。また、各学校からの報告様式には合計額の入力欄が固定さ

れたフォーマットを使用する等の対応により算定式の更新を不要とすると同時

に、適切な算定式の設定後の変更を制限する仕組みを構築することが望ましい。 

 

（１１）周産期医療対策事業 

【事業の概要】 

① 事業目的 

妊娠・出産・育児期における母子保健対策の充実 

 

② 事業内容 

周産期医療情報センターの運営、総合地域周産期母子医療センター及び地域周

産期母子医療センターの運営支援等により、周産期医療体制の整備を図ります。 

 

③ 令和６年度実施状況 

周産期医療の維持のため、各種事業の運営費補助を実施した。 

県内の周産期医療施設の状況を調査し、周産期医療体制の整備を図った。 

周産期医療従事者の研修を行い対応力の向上を図った。 
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④ 所管部局・課 

保健福祉部 医療政策課 

 

⑤ 補助金交付の根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・医療提供体制推進事業費補助金交付要綱 

・宮城県周産期母子医療センター運営事業補助金交付要綱 

・周産期医療対策事業等実施要綱（周産期医療対策事業、周産期母子医療セン

ター運営費補助事業、ＮＩＣＵ等長期入院児支援施設補助事業） 

・地域医療対策事業実施要綱（周産期医療ネットワーク強化事業） 

 

⑥ 事業開始年度・事業終了年度（予定） 

平成１６年度開始・終了予定なし 

 

⑦ 事業費の推移・財源（単位：千円）   

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額 283,810 181,636 181,372 

決算額 182,024 178,122 176,381 

 

【指摘及び意見】 

① 予算の下振れに関する情報伝達の不足 

周産期医療ネットワーク強化事業において、最終予算775千円に対し決算額が

358千円となっており、執行率が５割未満となっているものの、この下振れの理

由は課内で共有されるに留まり、予算を編成する財政部局への共有はなされてい

ない。これに伴い、予算を審議する議会に対しても財政部局から情報を共有する

ことができなくなっている。なお、上記下振れは補助対象となる事業者側の都合

によりやむを得ず生じたものであり、不正や予算策定の誤り等を示唆するもので

はない。 
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（意見１） 

金額が少額とはいえ、予算の執行率が５割を下回っているという状況は、予算

の策定時に想定していた前提に重要な変化が生じたことを示していると考えられ

る。予算編成の精度向上を図るためには、予算の執行状況を分析・管理し、必要

に応じて補正予算、次年度の予算要求及び事業計画に適切な反映を行うことが必

要であることから、上記のような状況の重要な変化について情報の非対称性が生

じぬよう、課内での情報共有にとどまらず、財政部局にも自発的な情報共有を行

うことが望ましい。 

 

② 電子決裁の場合における、紙面上での作業の重複 

近年県では電子化が推進されており、起案文書をシステム上のワークフローに

基づき電子決裁する仕組みが構築されている。医療政策課では、契約書など電子

化されていない文書について、決裁には電子システムを活用しているものの、紙

文書も存在することを明確にするため、県の運用ルールに従い、送付票（紙）を

添えて回覧している。また、同回付にあたり文書の回付状況の見える化のため、

紙面に受領証跡を残す運用がなされている（令和８年１月１３日に実施した担当

課（県政情報・文書課を介して行政経営企画課が回答）に対する質疑応答）。 

 

（意見２） 

電子決裁の場合でも紙面で文書を回付することには合理的な理由が存在するた

め、電子化への移行の過渡期においては必要な対応である。一方、電子決裁の場

合はシステム上で文書の回付状況を包含した情報である起案の承認状況が把握で

き、紙面はこれを補完する位置づけにあることから紙面に受領証跡を残す意義は

乏しい。このため、効率性の観点から紙面の受領証跡は不要の扱いとすることが

望ましい。 
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（１２）児童保護措置費 

【事業の概要】 

① 事業目的 

社会的養護体制の充実（施設機能の見直し） 

 

② 事業内容 

児童養護施設及び乳児院における小規模かつ地域分散化の推進を図るととも

に、施設の職員配置基準の強化を含む高機能化及び多機能化、機能転換を推進

し、社会的養育体制の充実を図る。 

 

③ 令和 6年度実施状況 

＜小規模グループケア事業＞ 

小規模グループケアを実施している乳児院２か所、児童養護施設５か所に措置 

費として小規模グループケア分単価を加算して支給した。 

＜地域小規模児童養護施設＞ 

１４か所の地域小規模児童養護施設に３５人の要保護児童を入所させた。 

 

④ 所管部局・課 

保健福祉部 子ども・家庭支援課 

 

⑤ 措置費交付の根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について 

・「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」通知の施行

について 

 

⑥ 事業開始年度・事業終了年度（予定） 

小規模グループケア事業：平成１７年度開始・終了予定なし 

地域小規模児童養護施設：平成１２年度開始・終了予定なし 
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⑦ 事業費の推移・財源（単位：千円）   

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額* - - - 

決算額 310,566 321,670 378,428 

*：予算額については、児童保護措置費全体で策定され、決算額については児

童保護措置費全体から小規模グループケア事業、地域小規模児童養護施設の部

分を抜き出して開示している。そのため決算額に対応する予算額は個別に策定

されておらず、記載なし。 

 

⑧ 事業効果（指標）の推移 

  設定なし 

 

【指摘及び意見】 

① 定期的なモニタリング体制の強化 

当該事業の定期的なモニタリングとして、県は社会福祉法人指導監査の結果を

利用することとしている。社会福祉法人指導監査とは、厚生労働省が策定した

「社会福祉法人指導監査実施要綱」をもとに、各都道府県、政令指定都市、中核

市が実施する監査である。当事業の措置費を交付する施設には、県が監査を実施

する県所管施設と、県唯一の政令指定都市である仙台市が監査を実施する仙台市

所管施設が存在する。県所管施設は、県の社会福祉課が実施する社会福祉法人の

指導監査の結果を利用している。一方、仙台市所管施設は仙台市が監査を実施し

ているが、その結果を定期的に入手する体制は整っていない。 

 

（意見１） 

県は仙台市所管の施設について監査結果は入手していないものの、業務を遂行

する上で必要な情報は仙台市から日常的に電子メール又は電話により共有が行わ

れているため問題ないと認識している。（令和８年１月７日に実施した担当課

（子ども・家庭支援課）に対する質疑応答）。しかしながら、現在の方法では仙

台市への確認が属人的業務となる可能性が存在し、また、電話による共有の場

合、共有された情報を事後的に確認することができない。このため、仙台市から
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も監査結果を定期的に入手することで、必要な情報を適時かつ正確に把握する必

要がある。 

 

（１３）発達障害児者総合支援事業 

【事業の概要】 

① 事業目的 

障害や疾病があっても安心して生活ができる相談・支援体制の整備 

 

② 事業内容 

ライフステージに応じて身近な地域で支援を受けられる体制を目指し、各圏域

（※）に障害児等への療育相談体制を整備するとともに、発達障害児者を支援す

る支援者への支援を担う発達障害者地域支援マネジャーの配置を進める。また、

発達障害者支援センターを設置し、機能分化と連携を軸とした重層的な支援体制

の整備を進めるとともに、医療提供体制の確保や関係機関との連携強化を図る。 

（※）行政的目的に基づいて区切られた地域 

 

③ 令和６年度実施状況 

＜障害児等療育支援事業＞ 

各障害保健福祉圏域に療育相談窓口を設置、併せて発達障害者支援体制におけ 

る一次支援機関とし、訪問・面接・電話等による各種相談延べ１,０３６件に 

対応したほか、家族支援等を実施。 

＜発達障害者地域支援マネジャー配置事業＞ 

各障害保健福祉圏域で中核となる事業所に発達障害者地域支援マネジャーを配 

置し、市町村等の一次支援機関を支援する機関として延べ１，１２３件の相談 

に対応したほか、地域支援として研修等を実施。 

＜発達障害者支援センター運営事業＞ 

発達障害者支援センター「えくぼ」は主に大人への支援を中心とし、各種相談 

延べ３７２件に対応したほか、研修・セミナーや普及啓発、当事者交流会等を 

実施。 
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県直営センター（子ども総合センター内）は、令和２年度より小児科医を常勤 

配置し、各種相談延べ８２件、関係機関への技術支援延べ２１２件、各種研 

修、ペアレント・メンター派遣調整等を実施。 

 

④ 所管部局・課 

保健福祉部 精神保健推進室 

 

⑤ 事業実施の根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・発達障害者支援センター運営事業実施要綱 

・宮城県発達障害者支援センター運営実施要綱 

・宮城県発達障害者地域支援マネジャー配置事業実施要綱 

・宮城県障害児等療育支援事業実施要綱 

・発達障害診断待機解消事業実施要綱 

・かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業実施要綱 

 

⑥ 事業開始年度・事業終了年度（予定） 

平成１８年度開始・終了予定なし 

 

⑦ 事業費の推移・財源（単位：千円）   

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額 121,469 120,203 120,597 

決算額 120,384 119,376 119,548 

 

⑧ 事業効果（指標）の推移 

設定なし 

 

【指摘及び意見】 

① 各支援機関に対する委託契約手続の透明性の不足 

県は障害児等療育支援事業及び発達障害者地域支援マネジャー配置事業におい

て、各障害保健福祉圏域に一次及び二次支援機関を設置するに当たり各圏域の事
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業者と委託契約を締結しているが、１者見積りによる随意契約が継続しており、

かつ、前年踏襲での価格設定が常態化する中で（令和７年１０月２９日に実施し

た担当室（精神保健推進室）に対する質疑応答）、見積り額が予定価格と近似し

ている事例や、担当圏域の異なる事業者間で見積り額が一致する事例が確認され

る等、合規性の観点からの問題点は認められないものの契約に際して透明性確保

のための仕組みが十分に機能していない可能性が認められた。背景には、受託者

側の成り手不足に伴い、県が候補事業者を選定し、受託を依頼せざるを得ない状

況が存在していることがある。また、入札方式への移行等の透明性を高めるため

の措置も受託者側の負担増によりさらなる成り手の減少を招くおそれがあること

から、採用に二の足を踏んでいる（令和７年１０月２９日に実施した担当課（精

神保健推進室）に対する質疑応答）。 

なお、各契約における予定価格と見積額は以下のとおりである。（県作成の非

公表資料より引用） 

 

令和６年度宮城県障害児等療育支援業務 

圏域 契約相手 予定価格 見積額 

仙南 A事業者 X円 α円 

仙台A A事業者 X円 α円 

仙台B B事業者 X円 β円 

大崎 A事業者 X円 α円 

栗原 C事業者 X円 γ円 

登米 D事業者 X円 α円 

石巻 E事業者 X円 α円 

気仙沼 F事業者 X円 α円 

※予定価格及び見積額は非公開情報であることから包括外部監査人の意向で数値を

アルファベットに置き換えている。同じアルファベットは同額であることを示して

いる。  
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令和６年度宮城県発達障害者地域支援マネジャー配置業務 

圏域 契約相手 予定価格 見積額 

仙南 A事業者 Y円 δ円 

仙台A A事業者 Y円 δ円 

仙台B B事業者 Z円 ε円 

大崎 A事業者 Y円 δ円 

栗原、登米 D事業者 Y円 δ円 

石巻 E事業者 Y円 ζ円 

気仙沼 F事業者 Y円 δ円 

 

（意見１） 

現状の契約手続は、透明性・競争性の観点で課題が認められる。価格設定が過

去実績に依存しており市場水準との比較が行われていないことから、過去実績ベ

ースの価格設定について市場水準との比較を行い、その妥当性を検証するととも

に、事後的に確認することができるよう文書化することが求められる。 

 

（意見２） 

１者見積りによる随意契約や価格踏襲が継続している現状の対応は、成り手不

足の状況を踏まえればやむを得ないものであると考えられる。また、県による契

約手続に合規性の観点からの問題点は認められない。一方で、成り手不足により

前年踏襲での価格設定が常態化しているという状況には特異性が認められるた

め、このような経緯が十分に文書化されないまま現状の対応がなされているとい

う事実は、透明性が不十分な方法に基づく契約手続を可能とする過去事例を生じ

させることとなり、将来的にやむを得ない事情が存在しない事業においても同様

の取り扱いがなされることにつながる虞がある。このようなリスクを防止するた

めには、法令や規則を遵守した契約手続に加え、特異な状況が生じた経緯につい

ても詳細な文書化や議論を行うことが望ましい。 

 

② 業務量に比例しない画一的な予定価格・契約額の設定 

各圏域に設置されている一次支援機関は障害児等の療育相談への対応が主な業
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務であることから、圏域の人口と委託契約から生じる業務量が比例すると想定さ

れるにもかかわらず、各圏域において適正な価格での契約を目的として事業者か

らの見積り徴収前に県が設定する予定価格が同一となっており、実際に締結され

た契約額も概ね同等となっている状況にある。なお、業務の主なコストは相談員

の人件費であるが、１次支援機関に専任の人員配置は求められていないことか

ら、相談員は１次支援機関である各事業者の組織内において、本事業に関連しな

い他の業務を兼務することが可能となっている。 

 

（意見３） 

業務量に差がある状況下で固定的な価格設定が行われている現状は、県の視点

からは予算配分及び相談員配置に係るリソース配分の適正性の観点で、委託先事

業者の視点からは価格決定の公平性の観点で課題があると考えられる。相談員の

専任配置を求めない契約形態であるからこそ、業務量に連動した価格設定を導入

することが実態に即している。現状は成り手が少ない状況下にあるものの、業務

量に連動した価格設定と最低保証額を同時に導入することで、積極的な業務提供

のインセンティブを生じさせることが望ましい。 

また、根本的な原因として、十分な専門性・適格性を有する事業者の不足が挙

げられることから、県を挙げて障害児療育や発達障害支援に関する専門研修の開

催を主導し既存事業者や新規参入希望者のスキル向上を支援する、大学や専門学

校との連携により中長期的に専門性の高い人材の育成を促すといった施策を講じ

ていくことが望ましい。 

 

③ 紙媒体における承認漏れ 

周産期医療対策事業②と同様。 

 

（１４）小児慢性特定疾病医療費助成事業 

【事業の概要】 

① 事業目的 

障害や疾病があっても安心して生活ができる相談・支援体制の整備（小児医
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療の充実と医療的ケアが必要な子どもの療育支援体制の整備） 

 

② 事業内容 

慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健

全な育成を目的として、その治療方法の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医

療費の負担軽減に資するため、医療費の自己負担分を助成します。 

 

③ 令和６年度実施状況 

小児慢性特定疾病認定者に対して、医療費助成を実施。 

（助成額：257,618,688円） 

 

④ 所管部局・課 

保健福祉部 疾病・感染症対策課 

 

⑤ 根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱 

・宮城県小児慢性特定疾病医療費支給認定事務取扱要領 

・児童福祉法 

・児童福祉法施行令 

・児童福祉法施行規則 

 

⑥ 事業開始年度・事業終了年度（予定） 

平成２７年度開始・終了予定なし 

 

⑦ 事業費の推移・財源（単位：千円）   

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額 284,151 299,634 306,666 

決算額 249,596 261,795 266,763 
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【指摘及び意見】 

指摘又は述べるべき意見はない。 

 

（１５）地域少子化対策重点推進交付金事業 

【事業の概要】 

① 事業目的 

結婚を支援する取組の推進 

 

② 事業内容 

結婚に伴う新生活を経済的に支援するため各自治体が行う、新規に婚姻した世

帯を対象に行う結婚新生活支援事業（家賃、 引っ越し費用等を補助）の取組に

対して補助金を交付します。 

 

③ 令和６年度実施状況 

結婚に対する取組や、結婚、妊娠・出産、乳幼児期を中心とする子育てに温か

い社会づくり・気運の醸成の取組について、優良事例の横展開を支援するととも

に、結婚により新生活を始めるカップルに対して、引越費用等を補助する結婚新

生活支援事業として、市町村に対して交付金を交付した。 

・実施市町村：１７市町 

・対象事業：３１事業 

 

④ 所管部局・課 

保健福祉部 子育て社会推進課 

 

⑤ 補助金交付の根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・地域少子化対策重点推進交付金交付要綱 

・地域少子化対策重点推進交付金実施要領 
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⑥ 事業開始年度・事業終了年度（予定） 

平成２６年度開始・終了予定なし 

 

⑦ 事業費の推移・財源（単位：千円）   

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額 41,432 74,355 156,044 

決算額 24,914 44,003 101,520 

 

⑧ 事業効果（指標）の推移（抜粋） 

設定なし 

 

【指摘及び意見】 

指摘又は述べるべき意見はない。 

 

（１６）若い世代のための少子化対策強化事業 

【事業の概要】 

①   事業目的 

少子化の一因である未婚化・晩婚化への対応 

 

②   事業内容 

（若い世代へのライフプランセミナー事業） 

県内の高校生・大学生に対し、妊娠・出産・子育てに関する正しい知識を身 

につけ、妊娠・出産の適齢期を理解した上でライフプラン形成ができるよう 

「ライフプランセミナー」を開催する。 

（若い世代のための少子化対策強化事業（結婚支援事業）） 

結婚支援業務を総合的に行う、みやぎ結婚支援センターを設置し、結婚を希 

望する男女が成婚につなげるための結婚相談及びマッチング支援、婚活イベ 

ント等を実施する。 

 



 

61  

③   令和６年度実施状況 

（若い世代へのライフプランセミナー事業） 

・若い世代（高校生・大学生）に向け、妊娠・出産・子育てに対する正しい

知識の普及等を行うためのライフプランセミナーを実施した。また、大学

生向けセミナーについては、アーカイブ配信を行い、セミナー参加者以外

にも幅広く視聴してもらうよう取組を実施した。 

（実施状況）大学６校 ６回／高校９校 ９回 

（アーカイブ配信視聴数） １,９６１回 

・関連冊子を作成し、大学生及び高校生に配布した。 

（大学生向け：７８大学・専門学校、３万部／高校生向け：９６校、２万部） 

 

（若い世代のための少子化対策強化事業（結婚支援事業）） 

・出会いの機会の増加や利便性の向上を目的として、令和３年度から新たに

ＡＩを活用したマッチングシステムを導入し、「みやぎ結婚支援センター

『みやマリ！』」を開設。引き続き、出張登録会・相談会の開催、体験型

の婚活イベント等も開催。出会いの機会を創出した。 

○登録者数（令和７年３月末時点） 

 男性 ８３２名、女性 ５９５名、計 １,４２７名 

以下、年度実績 

○お見合い成立組数 １,９８７組 

○イベント参加者数【１５回開催】 

 男性 １３３名、女性 １２７名、計２６０名 

○成婚数 ４２組（※） 

（※）マッチングシステムによる成婚数であり、同登録者は１，４２７名で

ある。 

・こども家庭庁が推進する「こどもまんなか月間」と連動し、結婚・子育て

を推進することを目的として、市町村と連携を図りながらイベントを開催

し気運醸成に努めた。 

〇イベント参加者数 

 男性 ５６名、女性 ７７名、計１３３名 
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④   所管部局・課 

保健福祉部 子育て社会推進課 

 

⑤   根拠法令等（条例、規則、要綱等含む） 

・地域少子化対策重点推進交付金交付要綱 

・地域少子化対策重点推進交付金実施要領 

 

⑥   事業開始年度・事業終了年度（予定） 

平成２８年度開始・終了予定なし 

 

⑦   事業費の推移・財源（単位：千円）   

（若い世代へのライフプランセミナー事業） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額 - - - 

決算額 3,988 4,971 5,272 

 

（若い世代のための少子化対策強化事業（結婚支援事業）） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

最終予算額* - - - 

決算額 19,070 22,645 34,864 

*：予算額については、若い世代のための少子化対策強化事業全体で策定さ

れ、決算額については全体から対象事業について、抜き出して開示している。

そのため決算額に対応する予算額は個別に策定されておらず、記載なし。 

 

⑧   事業効果（指標）の推移（少子化対策全体・合計特殊出生率） 

※個別事業ごとには別途事業効果指標あり 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計画（目標値） 1.40 1.40 1.40 
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実績 1.09 1.07 1.00 

 

【指摘及び意見】 

①   委託時の随意契約について 

若い世代のための少子化対策強化事業（結婚支援事業）の一部となっている結

婚支援事業（市町村と連携した出張登録会の実施）、結婚支援事業（結婚支援セ

ンターの運営）、結婚支援事業（婚活イベント・スキルアップセミナーの開催）

は、公募ではなく随意契約で包括して外部業者への委託が行われている。 

随意契約を行っている理由として、令和６年３月１９日特別物品調達等指名委

員会 子育て社会推進課資料「令和６年度結婚支援業務委託に係る随意契約につ

いて」において、以下の記載がある。 

 

６ 随意契約とする理由 

今回の選定業者は、令和３年度のＡＩマッチングシステム導入に伴い行ったプ

ロポーザル方式選定委員会において、本業務及びマッチングシステム構築等業務

の受託者として選定された事業者であり、令和３年９月に「みやぎ結婚支援セン

ター」を開設し、令和４年度、令和５年度と継続してＡＩマッチングシステムを

活用した結婚支援業務を遂行している。令和６年１月末時点でのセンターの実績

は、登録者数１,９４９人、マッチング成立数７,０１０組、成婚退会者数１４７

組となっており、着実に成果が上がってきている。また、市町村と連携した出張

登録・相談会についても、実施市町数及び実施回数ともに実績が上がっており、

今後さらに規模を拡大した業務遂行が見込める。 

当該事業者は、自社の結婚相談所運営や婚活イベント開催により、結婚支援に

関するノウハウを有しており、全国における成婚データをもとに、結婚相談やマ

ッチング支援を行うことができる。また、当県で導入しているＡＩマッチングシ

ステムの開発事業者であるため、当該システムを熟知していることから、効率的

かつ効果的なシステム運用ができるのは当該事業者に限られる。 

よって、契約方法を一者随意契約とするのが適当である。 

 

また、根拠法令等（抜粋）として、以下を参照しているとのことである。 
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業務委託等に係る随意契約ガイドライン 

 第４ 随意契約の適用基準  

令第１６７条の２第１項各号の規定の適用は，次に掲げるところによるものと

する。ただし，特定調達契約の場合を除くものとする。  

（２）「その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき」  

（令第１６７条の２第１項第２号）  

不動産の買入れ又は借入れ，普通地方公共団体が必要とする物品の製

造，修理，加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契

約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 

この号においては，「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」であるか

どうかによって随意契約の適否が決定されることとなる。ここで，「その性質又

は目的」とは，通常は「契約の内容」と同義と解され，契約の内容が競争入札に

適しない場合に適用される。  

契約の「性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは，概ね次の場合に適用

することができるものである。  

⑤ 他の機関等と共同して行う必要がある等、特殊な事情を有する業務で効果

的，効率的に遂行することが必要な場合  

⑥ 既に契約した業務と密接不可分の関係（既に契約した業務と一連となって

機能を発揮する関係）にあり，同一業者以外の者に履行させた場合，責任の所在

が不明確になる等，著しい支障が生じるおそれがある場合 

 

地方自治法施行令 

（随意契約） 

第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約に

よることができる場合は、次に掲げる場合とする。 

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、

修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性

質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 
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財務規則 

(見積書の徴収) 

第百九条 契約執行者は、随意契約を締結しようとするときは、二人以上の者

から見積書(知事が別に定めるところにより、当該見積書に記載すべき事項を記

録した電磁的記録の送受信により随意契約の相手方を決定する場合にあっては、

当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を徴さなければならない。ただし、次の各

号のいずれかに該当する場合においては、一人から見積書を徴することができ

る。 

四 契約の相手方が特定の者に限定されるとき。 

 

業務委託内容としては、下記のとおりである。（御見積書より抜粋） 

内容 金額（税抜・千円） 

センター運営スタッフ費用 13,500 

センター運営費用 3,134 

オンラインセンター運営費 4,528 

宣伝広告費 2,500 

センターホームページ保守費用 1,320 

出張相談・登録会/随時相談・登録会 計２４回実施 3,888 

婚活交流事業（婚活セミナー・イベント）８名×８名 

計１２回実施 

1,890 

婚活交流事業（婚活ポイントセミナー・体験型イベン

ト）２０名×２０名 計３回実施 

1,200 

計 31,960 

 

（意見１） 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札

に適しない」として、県は随意契約を行っている。確かに、選定業者は令和３年

９月に「みやぎ結婚支援センター」を開設し、令和４年度、令和５年度と継続し

てＡＩマッチングシステムを活用した結婚支援業務を遂行しているため内容は熟

知していると考えられる。数年かけてノウハウを蓄積し、効果の向上が得られる
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性質の事業であることから、随意契約もやむを得ないと思われる一方で、随意契

約とすることに関する協議が形式化することによる随意契約が継続すると、公平

性・透明性が担保されないことから、成果を測定する指標を定め客観的に評価し

ていくこと、一定期間後は必ず入札にする等の仕組みづくりが必要である。 

 

以 上 
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添付資料１．政策評価・施策評価    
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出所：令和 6年度新・宮城の将来ビジョン成果と評価 

  



 

72  

添付資料２．「みやぎ子ども・子育て幸福計画（令和２年度～令和６年度）」の指標

の状況 

 

出所：「みやぎ子ども・子育て幸福計画（令和２年度～令和６年度）」に基づく施策

の実施状況（令和６年度） 


